
 

工 事 成 績 評 定 要 領 細 則 
 
（趣旨）  
第１条 本細則は、宇和島市建設工事簡易型総合評価落札方式試行要領第 11 条の規定に

基づく工事成績評定点の減点方法について必要な事項を定める。  
 
（減点方法）  
第２条 減点方法については、工事成績評定要領（以下「評定要領」という。）に基づき

採点する「工事成績採点表」の「法令遵守等」の項目において、減点評価を行うも

のとする。  
２ 前項における減点値の算出は、第３条に規定する計算方法により行うものとし、算出

した減点値を評定要領別記様式第１「工事成績採点表」（以下「採点表」という。）の

「法令遵守等」の項目における減点値とし、工事成績の採点を行うものとする。  
３ 評定要領別記様式第２の「細目別評定点採点表」においても前項と同様に「法令遵守

等」の項目における減点値とし、評定結果は、評定要領別記様式第３「工事成績評定表」

（以下「評定表」という。）に記録するものとする。  
４ なお、本細則に基づく減点以外に「法令遵守等」の項目において減点措置があった場

合は、本細則に基づく減点値と合計し、工事成績の採点を行うものとする。  
 
（減点値の計算方法）  
第３条 工事成績評定点の減点値については、次の算式により導き出された数値とする。

なお、求められる減点値は小数以下を切り上げた値とする。  
 （１）簡易型総合評価落札方式（施工計画型）の場合  
     減点値＝（Ｃ－Ｄ）／Ｃ× １３点＋（Ｅ－Ｆ）／Ｅ× １３点  
       Ｃ：入札時の施工計画に係る加算点  
       Ｄ：施工後の実績に相当する施工計画に係る加算点  
       Ｅ：入札時の施工計画以外の各評価項目に係る加算点  
       Ｆ：施工後の実績に相当する施工計画以外の各評価項目に係る加算点  
 （２）簡易型総合評価落札方式（実績確認型及び簡易実績型）の場合  
     減点値＝（Ｅ－Ｆ）／Ｅ× １３点  
       Ｅ：入札時の施工計画以外の各評価項目に係る加算点  
       Ｆ：施工後の実績に相当する施工計画以外の各評価項目に係る加算点  
 
 
 
   附 則  
 この細則は、令和３年７月１日から施行する。 


